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１．航海番号の一意制約化（１）【第20回ＷＧ提示】

ＭＦＲ業務の入力項目に「運航船会社航海番号」を必須項目として追加することで、ＮＡＣＣＳの情報上、各本船利用船会社の積荷を１運航単位に集約して管理する
ことを可能とする。あわせて、ＩＭＩの入力項目に「運航船会社航海番号」を追加することで、現行通り、１運航毎の照会を可能とする。

従来の航海番号欄には、従来通り、
本船利用船会社の航海番号を任意入力。

提案１

ＩＭＩ業務において、新規照会区分「U：運航船会社航海番号一覧照会」を追加する。当該区分では、船舶コード、船卸港のみを指定した検索を可能とし、複数航海
分の積荷情報を本船利用船会社単位に出力する。また、ＭＦＲ業務にて登録された運航船会社航海番号を出力することで、当該項目の誤登録の確認が可能となる。
なお、新規照会区分「Ｕ：運航船会社航海番号一覧照会」以外においては、「運航船会社航海番号」の入力を必須とする。

提案２

照会
区分

照会名称 概要

Ａ 概要照会 積荷目録の船会社単位の提出状況及び船卸状況、Ｂ／Ｌ件数及びコンテナ本数等を照会する。また、
ＣＹ単位の船卸状況、Ｂ／Ｌ件数及びコンテナ本数等も照会する。

・

・

Ｕ 運航船会社航海番号一覧照会 当該本船にかかる各本船利用船会社の積荷目録の登録状況を航海順（入港（予定）年月日の降順）に
一覧で照会する。

アライアンス外等の本船利用船会社が「運航船会社航海番号」誤入力した場合、
運航船会社による積荷目録の提出状況の確認や、後続業務（ＣＹによるＰＫＩ等）
の実施に影響が出る。
そのため、船舶コードおよび船卸港に紐づく積荷目録登録状況を一覧で確認出来る
仕組みを新たに設ける必要がある。

懸案事項
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ＭＦＲ業務において、本船にかかる航海単位を決定する項目が船卸港枝番から運航船会社航海番号へ代わることに伴い、ＤＭＦ業務等の後続業務においても
運航船会社航海番号を必須入力項目として追加する。対象業務は、以下の通り。変更イメージとして、ＤＭＦ、ＭＦＩ、ＰＫＩ業務を例示する。

・ＣＭＦ０１、ＣＭＦ０２、ＣＭＦ０３
・ＭＦＩ
・ＤＭＦ
・ＰＫＩ、ＰＫＫ
・ＰＩＤ
・ＤＣＬ０１、ＤＣＬ１１
・ＩＭＩ（前述の新規照会区分については、任意入力。）
・ＡＭＲ、ＣＭＲ（出港前報告業務については、入港前報告と項目を合わせる目的で任意入力として追加する。）

提案３

前述「１．出港前報告制度にかかる業
務フローの簡素化」を参照。

積荷目録情報の抽出に必要と
なるため、項目追加。

積荷目録情報の作成に必要
となるため、項目追加。

積荷目録情報の抽出に必要
となるため、項目追加。

１．航海番号の一意制約化（２）【第20回ＷＧ提示】



２．提案に対する意見・要望及び再提案

【ＷＧ】
・仮に運航船会社航海番号を間違えた場合は後続業務不可のため、船会社側で新たに航海番号の訂正が必要となる。その場合は一件毎にＣＭＦ０１／０２業務を
実施することになるが、ＣＭＦ０１／０２業務では、一件一件呼び出すため時間がかかる。そのためＤＭＦ業務が終了し急遽訂正をする場合に、週末などは
ＰＫＩ業務等までにあまり時間がないので非常に厳しい状況となる可能性がある。

【ＷＧ後】
・運航船社航海番号をＭＦＲ業務等に必須で追加する事についてはどの船会社でも同じかと思いますが、システム内に保持、更新等追加作業が必要なり、負担増と
なると思われます。現行通りの仕様（各社の航海番号のみ）を希望致します。

・運航船会社の航海番号を自社システムで管理できないため、必須入力項目になると手入力せざるを得ないため、反対します。
ほかの代替案（船舶コード＋出港日／入港日による関連付けるなど)をご検討頂ければ幸いです。

・弊社では現行のＭＦＲ業務等にシステム改変を行うに多大な開発時間とコストがかかるため、できれば現行通りでお願いしたい。

・航海番号でコントロールするように仕様が変更されても、社内システムの変更を伴わず対応出来るのであれば特に問題は無いと思われます。ただし、船舶情報を
入力する者に対しては、間違えられないプレッシャーになるのではないでしょうか？また、他船社にて航海番号変更が発生の場合は、迅速に対応（連絡）しても
らえるのかという懸念はあります。

・現在のＭＦＲ業務に必須項目を増やす事については賛同できません。弊社の場合は、ＣＹから航海番号が特別指定された場合に対してその都度対応しています。
言いかえればＣＹから指定されなければ自社の航海番号で対応できているという言う事です。航海番号を特別指定しているＣＹはわずかですので現状維持を希望
します。運航船社航海番号の入力が必須項目であるならば航海番号不一致を防ぐため運航船社による航海番号情報の共有方法を検討することも必要ではないで
しょうか。
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「運航船会社航海番号」を必須項目化については、船卸港枝番による業務運用の複雑化を解消することを目的として提案したが、
上記のとおり、業務運用にも影響を与える可能性がある、また、利用者様システムへの影響が多大となる、等の問題点の指摘があり、
これら指摘等を踏まえると現状仕様の継続が望ましいものと考えられることから、前記提案１～３については、取り下げることとしたい。

ただし、ＭＦＲ業務、ＡＭＲ業務等に関しては、出港前報告制度に係る仕様変更に伴い入出力項目の追加変更等が行われることから、
将来的な活用も見据えて「運航船会社航海番号」については「任意項目」として追加することとする。

再提案
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